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３．経済的自立の支援

（１）年金制度等による所得保障

障害のある人に対する所得保障は、障害の
ある人の経済的自立を図る上で極めて重要な
役割を果たしており、我が国においては、障
害基礎年金や障害厚生（共済）年金の制度と、
障害による特別の負担に着目し、その負担の
軽減を図るために支給される各種手当制度が
ある。
我が国の年金制度は、国民皆年金体制が確
立され、原則としてすべての国民がいずれか
の年金制度に加入することとされている。こ
れによって、被保険者期間中の障害について
は障害基礎年金や障害厚生（共済）年金が支
給されるほか、国民年金に加入する２０歳より
前に発した障害についても障害基礎年金が支
給されることから、原則としてすべての障害
のある成人が年金を受給できることになり、
年金は障害のある人の所得保障において重要
な役割を果たしている。
年金制度は、全国民共通の基礎年金とサラ
リーマンや公務員に対し基礎年金の上乗せと
して厚生年金や共済年金が支給されるとい
う、いわゆる２階建ての体系がとられてい
る。
年金制度による障害のある人の所得保障に
ついては、年金額の引上げや支給要件の改善
など、これまで着実にその充実が図られてき
た。昭和６０年改正の際の障害福祉年金から障
害基礎年金への移行による大幅な年金額の引
上げ、第３号被保険者制度の創設によるサラ
リーマンの被扶養配偶者に係る年金受給権の
確保、平成元年改正の際の学生期間中の障害
事故に係る年金受給権確保等のための学生強
制加入、６年改正の際の２０歳前障害に係る障
害基礎年金の所得制限の２段階制の導入、障
害等級に該当しなくなり３年を経過した場合

でも６５歳に達するまでの間は障害基礎年金・
障害厚生（共済）年金の受給権を消滅させず
支給停止とする取扱いが実施された。近年で
は、１６年改正の際の障害を有しながら働いた
ことを年金制度上評価する仕組みとしての障
害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能と
する障害年金の改善や、障害基礎年金等の支
給要件の特例措置の延長等が行われているほ
か、２３年４月からは、障害年金受給者に対す
る、子や配偶者がいる場合の加算の対象範囲
が拡大されている。
昭和６０年の年金制度の改革に伴い、それま
で重度の障害のある人に対して支給されてい
た福祉手当についても見直しが行われ、特に
重度の障害のある人を対象とする特別障害者
手当と、障害基礎年金が支給されない重度の
障害のある児童に支給される障害児福祉手当
とに改編された。同時に、特別障害者手当の
支給額が福祉手当と比較してほぼ倍額に引き
上げられた。このほか、障害のある児童の父
母等に対しては、従来より、特別児童扶養手
当を支給している。
これらの年金及び手当については、毎年物
価の変動等に合わせて支給額の改定が行われ
ている。
また、「特定障害者に対する特別障害給付
金の支給に関する法律」により、平成３年度
前の国民年金任意加入対象であった学生や、
昭和６１年度前の国民年金任意加入対象であっ
た被用者の配偶者のうち任意加入していな
かった間に障害を負ったことにより障害基礎
年金を受給していない者について、上記に述
べたような国民年金制度の発展過程において
生じた特別な事情を踏まえ、特別障害給付金
の支給が行われている。

（２）個人財産の適切な管理の支援

精神上の障害により判断能力の不十分な
人々の財産管理の支援等に資する成年後見制
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配偶者加給年金
18,858円 配偶者加給年金

（１級に同じ）

子の加算額
（１級に同じ）

障害基礎年金
65,541円×1. 25 障害基礎年金

65,541円

障害厚生年金

障害厚生年金
［障害厚生年金（２級）

×1. 25］

障害厚生年金
①総報酬制導入前の被保険者期間分＋
②総報酬制導入以後の被保険者期間分

障害厚生年金（２級）に同じ
ただし、最低保障額49,158円

〔１級〕 〔２級〕 〔３級〕

子の加算額
第1子、第2子 18,858円
第3子以降　　  6,283円

①平均標準
　報酬月額

②平均標準
　報酬月額

被保険者
期間の月数

被保険者
期間の月数

× ×

×

7.5
1000

×5.7691000

×1.031×0.978

×1.031×0.978

平成15年
３月まで（ （
平成15年
４月以降（ （

⎧
⎩

⎧
⎩

資料：厚生労働省

平成１１～１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

障害基礎年金 （１級）８３，７７５ ８３，０２５ ８２，７５８ ８２，７５８ ８２，５０８ ８２，５０８ ８２，５０８ ８２，５０８ ８２，５０８ ８２，１７５ ８１，９２５

（２級）６７，０１７ ６６，４１７ ６６，２０８ ６６，２０８ ６６，００８ ６６，００８ ６６，００８ ６６，００８ ６６，００８ ６５，７４１ ６５，５４１

特別児童扶養手当（１級）５１，５５０ ５１，１００ ５０，９００ ５０，９００ ５０，７５０ ５０，７５０ ５０，７５０ ５０，７５０ ５０，７５０ ５０，５５０ ５０，４００

（２級）３４，３３０ ３４，０３０ ３３，９００ ３３，９００ ３３，８００ ３３，８００ ３３，８００ ３３，８００ ３３，８００ ３３，６７０ ３３，５７０

特別障害者手当 ２６，８６０ ２６，６２０ ２６，５２０ ２６，５２０ ２６，４４０ ２６，４４０ ２６，４４０ ２６，４４０ ２６，４４０ ２６，３４０ ２６，２６０

障害児福祉手当 １４，６１０ １４，４８０ １４，４３０ １４，４３０ １４，３８０ １４，３８０ １４，３８０ １４，３８０ １４，３８０ １４，３３０ １４，２８０

特別障害給付金（１級） ５０，０００ ５０，０００ ４９，８５０ ５０，０００ ５０，７００ ５０，０００ ４９，６５０ ４９，５００

（２級） ４０，０００ ４０，０００ ３９，８８０ ４０，０００ ４０，５６０ ４０，０００ ３９，７２０ ３９，６００

■図表１―７４ 障害年金のあらまし（平成２４年度）

■図表１―７５ 年金、手当及び給付金の額の推移
（単位：円）

資料：厚生労働省

度について周知を図った。
また、都道府県・指定都市社会福祉協議会
等では、認知症高齢者、知的障害のある人、
精神障害のある人等のうち判断能力が十分で
ない方々の自立を支援するため、日常生活自

立支援事業において、福祉サービスの利用に
伴う預金の払い戻しや預け入れの手続等、利
用者の日常的な金銭管理に関する援助を行っ
ている。


